
参
照
条
文
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
関
係
）

○

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

第
三
章
の
二

社
会
復
帰
促
進
等
事
業

第
二
十
九
条

政
府
は
、
こ
の
保
険
の
適
用
事
業
に
係
る
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
に
つ
い
て
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一

療
養
に
関
す
る
施
設
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
そ
の
他
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
を
被
つ
た
労
働
者
（
次
号
に
お
い

て
「
被
災
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

二

被
災
労
働
者
の
療
養
生
活
の
援
護
、
被
災
労
働
者
の
受
け
る
介
護
の
援
護
、
そ
の
遺
族
の
就
学
の
援
護
、
被
災
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
が
必
要
と
す
る
資

金
の
貸
付
け
に
よ
る
援
護
そ
の
他
被
災
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
の
援
護
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業

三

業
務
災
害
の
防
止
に
関
す
る
活
動
に
対
す
る
援
助
、
健
康
診
断
に
関
す
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
そ
の
他
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
の
確
保
、
保
険
給
付

の
適
切
な
実
施
の
確
保
並
び
に
賃
金
の
支
払
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業

②

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
基
準
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

③

（
略
）
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○

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
と
し
て
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
推
進
助
成
金
、
職
場
意
識
改
善
助
成
金
及
び
受
動
喫
煙
防
止
対

策
助
成
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
時
間
等
設
定
改
善
推
進
助
成
金
）

第
二
十
五
条

労
働
時
間
等
設
定
改
善
推
進
助
成
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
中
小
企
業
事
業
主
（
そ
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億

円
（
小
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
一
億
円
）
を
超

え
な
い
事
業
主
及
び
そ
の
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
百
人
）
を
超
え
な
い
事
業
主
を
い
う
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
団
体
又
は
そ
の
連
合
団
体
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
事
業
主
団
体
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
実
施
す
る
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
の
内
容
に
応
じ
て
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
構
成
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
構
成
事
業
主
に
対
し
、
相
談
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
の

措
置
を
行
つ
た
事
業
主
団
体
等
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
措
置
の
実
施
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
事
業
主
団
体
等
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
六
条

削
除

第
二
十
七
条

削
除

（
職
場
意
識
改
善
助
成
金
）

第
二
十
八
条

職
場
意
識
改
善
助
成
金
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
中
小
事
業
主
に
対
し
て
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
中
小
事
業
主
で
あ
る
と
都
道
府
県
労
働
局
長
（
ロ
に
規
定
す
る
計
画
に
ロ

に
掲
げ
る
措
置
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に

（３）
（ⅳ）

は
、
厚
生
労
働
大
臣
。
）
が
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
向
け
た
職
場
に
お
け
る
意
識
の
改
善
（
以
下
「
職
場
意
識
改
善
」
と
い
う
。
）
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い

る
こ
と
。

ロ

職
場
意
識
改
善
に
係
る

に
掲
げ
る
実
施
体
制
の
整
備
の
た
め
の
措
置
、

に
掲
げ
る
職
場
意
識
改
善
の
た
め
の
措
置
及
び

に
掲
げ
る
労
働
時
間
等

（１）

（２）

（３）
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の
設
定
の
改
善
の
た
め
の
措
置
を
記
載
し
た
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
を
都
道
府
県
労
働
局
長
に
届
け
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の

（１）
設
置
等
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
並
び
に
そ
の
中
小
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
か
ら
の
労
働

時
間
等
に
関
す
る
個
々
の
苦
情
、
意
見
及
び
要
望
を
受
け
付
け
る
た
め
の
担
当
者
の
選
任

そ
の
中
小
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
へ
の
当
該
計
画
の
周
知
及
び
職
場
意
識
改
善
の
た
め
の
研
修
の
実
施

（２）

労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
の
促
進
の
た
め
の
措
置
、
所
定
外
労
働
の
削
減
の
た
め
の
措
置
及
び
労
働
時
間
等

（３）
の
設
定
の
改
善
の
た
め
の
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置

労
働
者
の
多
様
な
事
情
及
び
業
務
の
態
様
に
応
じ
た
労
働
時
間
の
設
定

（ｉ）

子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
う
労
働
者
そ
の
他
の
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
労
働
者
に
対
す
る
休
暇
の
付
与
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

（ⅱ）

在
宅
勤
務
そ
の
他
の
多
様
な
就
労
を
可
能
と
す
る
措
置
（

に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）

（ⅲ）

（ⅳ）

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
勤
務
（
一
週
間
に
つ
い
て
一
日
以
上
在
宅
で
勤
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
可
能
と
す
る
措
置

（ⅳ）

二

前
号
ロ
に
規
定
す
る
計
画
に
基
づ
く
措
置
を
効
果
的
に
実
施
し
た
と
認
め
ら
れ
る
中
小
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
規
定
す
る
措
置
の
実
施
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
中
小
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

（
中
小
事
業
主
等
の
特
別
加
入
）

第
四
十
六
条
の
十
九

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
従
事
す
る
業
務
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
務
（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
場
合
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
項
の
申
請
書
に
そ
の
者
の
業
務
歴
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
一
の
二
第
三
号
３
の
身
体
に
振
動
を
与
え
る
業
務

三
・
四

（
略
）

４
～
８

（
略
）

3



○

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）

第
二
十
五
条
の
二

使
用
者
は
、
法
別
表
第
一
第
八
号
、
第
十
号
（
映
画
の
製
作
の
事
業
を
除
く
。
）
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
常
時

十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
週
間
に
つ
い
て
四
十
四
時
間
、
一
日
に
つ
い
て
八
時
間
ま

で
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
～
④

（
略
）
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